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１【新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書の提出理由】
　2021年11月17日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の記載事項のうち、「第一部　

企業情報　第１　企業の概況　３　事業の内容」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報

告書（Ⅰの部）の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部　企業情報　…………………………………………………………………………………………………………　 1頁

第１　企業の概況　………………………………………………………………………………………………………　 1

３　事業の内容　……………………………………………………………………………………………………　 1

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

売上高（百万円） 135 1,149 2,229 3,524 6,041

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

３【事業の内容】

（１）事業の内容

⑥発電・電力小売

　　（訂正前）

当社が所有または上場インフラファンドから賃借している再生可能エネルギー発電所が発電した電力は、主に固定価

格買取制度（以下「FIT制度」といいます。）に基づき、一般送配電事業者等へ売電しています。FIT制度は、太陽光発

電等再生可能エネルギー電源で発電した電気を国が定める期間、固定価格で一般送配電事業者等が買い取ることを義務

付ける制度です。このため、FIT制度に基づく再生可能エネルギー発電事業は長期的に安定した収益が見込まれます。

売電収入等の売上高の推移は以下のとおりであり、2021年９月30日時点で、発電所数は47か所、パネル出力は

272.5MWとなっております。

2021/12/03 13:23:07／21841530_リニューアブル・ジャパン株式会社_訂正公開申請書類（Ⅰの部）

- 1 -



2021年９月30日現在における当社グループが保有する稼働済みの発電所は以下のとおりです。（但し、上場インフラ

ファンドから賃借している太陽光発電所（55物件）を除きます。）

（注1）「稼働初年度想定年間売上収益」は、第三者レポート記載の稼働初年度想定発電量を使用しております。第三

　　　者レポートがない物件につきましては当社にて算出した稼働初年度想定発電量を使用しております。また、こ

　　　れらの数値は、経年劣化及び出力抑制を勘案せずに算出した想定売上にRJ持分割合を乗じて算出しています。

　　　各数値は2021年９月30日時点の数値です。山形小国町1,2（水力）は2020年度実績を使用しています。

また、上記のほか、子会社である株式会社みらい電力において、小売電気事業として、再生可能エネルギー等の電力

を買取り、需要家に販売する事業を行っております。
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2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

売上高（百万円） 135 1,149 2,229 3,524 6,041

　　（訂正後）

当社が所有または上場インフラファンドから賃借している再生可能エネルギー発電所が発電した電力は、主に固定価

格買取制度（以下「FIT制度」といいます。）に基づき、一般送配電事業者等へ売電しています。FIT制度は、太陽光発

電等再生可能エネルギー電源で発電した電気を国が定める期間、固定価格で一般送配電事業者等が買い取ることを義務

付ける制度です。このため、FIT制度に基づく再生可能エネルギー発電事業は長期的に安定した収益が見込まれます。

売電収入等の売上高の推移は以下のとおりであり、2021年９月30日時点で、発電所数は47か所、パネル出力は

272.5MWとなっております。
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2021年９月30日現在における当社グループが保有する稼働済みの発電所は以下のとおりです。（但し、上場インフラ

ファンドから賃借している太陽光発電所（55物件）を除きます。）

（注1）「稼働初年度想定年間売上収益」は、第三者レポート記載の稼働初年度想定発電量を使用しております。第三

　　　者レポートがない物件につきましては当社にて算出した稼働初年度想定発電量を使用しております。また、こ

　　　れらの数値は、経年劣化及び出力抑制を勘案せずに算出しています。

　　　各数値は2021年９月30日時点の数値です。山形小国町1,2（水力）は2020年度実績を使用しています。

また、上記のほか、子会社である株式会社みらい電力において、小売電気事業として、再生可能エネルギー等の電力

を買取り、需要家に販売する事業を行っております。
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